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思
え
ず
、
日
本
国
民
、
特
に
、
元
島
民
の
方
々
の
感
情
に
か
ん
が
み
れ
ば
残
念

で
あ
る
、
今
後
、
本
件
が
日
露
関
係
に
否
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
適

切
に
対
応
し
て
ほ
し
い
等
の
申
入
れ
を
行
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
同
年
十
一
月
に
は
、
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
が
、
ソ
連
・
ロ

シ
ア
の
指
導
者
と
し
て
初
め
て
北
方
領
土
（
国
後
島
）
を
訪
問
し
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
二
〇
〇
六
年
八
月
以
降
、
ロ
シ
ア
政
府
が
実
施
し
て
い
る
北
方
四
島
の

イ
ン
フ
ラ
整
備
や
水
産
部
門
の
発
展
等
を
目
的
と
す
る
「『
二
〇
〇
七
年
か
ら
二

〇
一
五
年
ま
で
の
ク
リ
ル
諸
島
社
会
・
経
済
発
展
』
連
邦
特
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

の
進
捗
状
況
を
視
察
す
る
た
め
の
も
の
と
説
明
さ
れ
ま
し
た
が
、
我
が
国
の
立

場
及
び
日
本
国
民
の
感
情
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
前
原
外
相

は
直
ち
に
駐
日
ロ
シ
ア
大
使
を
外
務
省
に
招
致
し
、抗
議
を
行
い
ま
し
た
。ま
た
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
同
月
の
首
脳
会
談
及
び
外
相
会
談
に
お
い
て
も
、
日

本
側
の
立
場
を
伝
え
ま
し
た
。

そ
の
後
も
、
ロ
シ
ア
側
に
お
い
て
は
、
閣
僚
等
が
相
次
い
で
北
方
領
土
を
訪

問
し
、
ま
た
、
二
〇
一
一
年
二
月
七
日
の
「
北
方
領
土
の
日
」
に
際
し
て
も
、「
東

京
で
の
『（
北
方
領
土
返
還
要
求
全
国
）
大
会
』
に
お
い
て
日
本
政
府
の
指
導
部

の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
た
…
…
表
現
に
憤
慨
し
て
い
る
」
と
の
声
明
を
発
出
す
る

な
ど
反
発
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
我
が
国
と
し
て
は
、
今
後
と
も
、
北
方

四
島
の
帰
属
に
関
す
る
問
題
を
解
決
し
て
ロ
シ
ア
と
の
間
で
平
和
条
約
を
締
結

す
る
、
と
い
う
一
貫
し
た
方
針
に
基
づ
い
て
交
渉
を
進
め
て
い
く
考
え
で
す
。

10.
　

北
方
領
土
の
返
還
実
現
に
向
け
て

我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
択
捉
島
、
国
後
島
、
色
丹
島
及
び
歯
舞
群
島
の

北
方
領
土
に
は
戦
前
約
一
万
七
千
人
の
同
胞
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
国
後
、
択

捉
両
島
の
面
積
は
、
そ
れ
ぞ
れ
大
阪
府
、
鳥
取
県
の
面
積
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、

北
方
領
土
全
体
の
面
積
は
沖
縄
県
の
約
二
倍
、
福
岡
県
、
千
葉
県
、
愛
知
県
に

比
肩
す
る
大
き
さ
で
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
島
々
の
付
近
は
、
千
島
寒
流
と
対

島
暖
流
が
交
錯
し
、
古
く
か
ら
世
界
の
三
大
漁
場
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
我
々
日
本
国
民
が
先
祖
か
ら
受
け
継
い
で
き
た
土
地
で
あ
る
北
方
領
土

の
返
還
は
、
昔
こ
れ
ら
の
島
々
に
住
ん
で
い
た
人
た
ち
や
漁
業
関
係
者
だ
け
で

な
く
、
日
本
国
民
全
て
の
問
題
で
す
。

北
方
領
土
の
返
還
が
日
本
国
民
の
一
致
し
た
要
求
で
あ
る
こ
と
は
、
累
次
に

わ
た
り
国
会
に
お
い

て
北
方
領
土
返
還
を

求
め
る
決
議
が
行
わ

れ
、
あ
る
い
は
、
今

ま
で
全
国
四
十
七
都

道
府
県
の
全
議
会
や

多
く
の
市
町
村
議
会

で
同
様
の
決
議
が
既

に
採
択
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
明
ら
か

な
と
こ
ろ
で
す
。
二

〇
〇
五
年
二
月
に
は
、

衆
議
院
に
お
い
て
「
日

露
修
好
一
五
〇
周
年

に
当
た
り
、
日
露
関

係
の
飛
躍
的
発
展
に

関
す
る
決
議
」
が
、
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ま
た
同
年
三
月
に
は
、
参
議
院
に
お
い
て
「
日
露
通
好
一
五
〇
周
年
に
当
た
り

日
露
関
係
の
飛
躍
的
発
展
に
関
す
る
決
議
」
が
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
小
泉
総
理
は
、
こ
れ
ら
の
決
議
を
受
け
た
国
会
に
お
け
る
所

信
表
明
に
お
い
て
、
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
北
方
四
島
の
帰
属
の
問
題
を

解
決
し
て
平
和
条
約
を
締
結
し
、
も
っ
て
両
国
関
係
を
飛
躍
的
に
発
展
さ
せ
る

べ
く
、
引
き
続
き
最
大
限
の
努
力
を
払
っ
て
い
く
考
え
で
あ
る
旨
表
明
し
ま
し

た
。
北
方
領
土
返
還
に
対
す
る
全
国
国
民
各
層
の
関
心
の
高
ま
り
は
、
北
方
領

土
復
帰
実
現
に
関
す
る
請
願
の
署
名
数
が
、
二
〇
一
〇
年
十
一
月
現
在
で
八
千

百
九
十
万
人
に
上
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
一
九
八
七
年
の
島
根
県
に
お
け
る

県
民
会
議
の
結
成
を
も
っ
て
全
都
道
府
県
に
、
民
間
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ

り
、
北
方
領
土
返
還
の
た
め
の
県
民
会
議
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

で
す
。
二
〇
〇
八
年
十
一
月
に
発
表
さ
れ
た
「
北
方
領
土
問
題
に
関
す
る
特
別

世
論
調
査
」
の
結
果
で
も
、
九
十
八
％
の
方
が
北
方
領
土
問
題
に
つ
い
て
聞
い

た
こ
と
が
あ
る
と
回
答
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
国
民
の
一
致
し
た
要
求
を
背

景
に
、
政
府
は
一
九
八
一
年
一
月
の
閣
議
に
お
い
て
、
二
月
七
日
を
「
北
方
領

土
の
日
」
と
決
定
し
ま
し
た
が
、
一
九
八
一
年
以
来
、
毎
年
二
月
七
日
に
は
「
北

方
領
土
の
日
」
関
連
の
記
念
行
事
が
全
国
各
地
で
開
催
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
一

〇
年
に
も
、
東
京
で
全
国
大
会
が
開
か
れ
た
ほ
か
、
全
国
各
地
で
「
北
方
領
土

の
日
」
の
記
念
行
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

二
月
七
日
を
「
北
方
領
土
の
日
」
と
し
た
の
は
、
一
八
五
五
年
二
月
七
日
の

日
魯
通
好
条
約
の
調
印
日
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
す
が
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
、

同
条
約
は
、
日
露
両
国
が
国
交
を
開
く
に
際
し
、
平
和
的
話
合
い
の
結
果
、
両

国
の
国
境
を
択
捉
島
と
ウ
ル
ッ
プ
島
と
の
間
に
す
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ

り
、
北
方
四
島
が
日
本
国
有
の
領
土
で
あ
る
こ
と
を
両
国
が
初
め
て
正
式
に
確

認
し
た
歴
史
的
な
意
義
を
有
す
る
条
約
で
す
。

ま
た
、
一
九
八
二
年
八
月
に
は
、
北
方
領
土
問
題
等
解
決
促
進
特
別
措
置
法

が
成
立
し
、
北
方
領
土
に
隣
接
す
る
根
室
地
域
の
振
興
な
ど
返
還
運
動
の
支
援

の
た
め
の
基
盤
が
一
層
充
実
さ
れ
ま
し
た
。

北
方
領
土
返
還
を
求
め
る
国
民
世
論
は
一
層
の
盛
り
上
が
り
を
示
し
て
い
ま

す
が
、
一
九
八
一
年
九
月
に
鈴
木
総
理
が
、
ま
た
二
〇
〇
一
年
に
森
総
理
が
ヘ

リ
コ
プ
タ
ー
で
空
か
ら
北
方
領
土
の
視
察
を
行
っ
た
ほ
か
、
二
〇
〇
四
年
九
月

に
は
小
泉
総
理
が
現
職
の
総
理
と
し
て
初
め
て
洋
上
か
ら
北
方
領
土
の
視
察
を

行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
交
渉
当
事
者
で
あ
る
外
相
の
現
地
視
察
を
是
非
と
も
実
現
し
て
ほ
し

い
と
の
地
元
の
か
ね
て
か
ら
の
要
望
に
応
え
、
国
交
回
復
後
二
十
年
に
当
た
る

一
九
七
六
年
九
月
に
、
宮
澤
外
相
が
、
現
職
の
外
相
と
し
て
初
め
て
根
室
を
訪

れ
て
洋
上
か
ら
北
方
領
土
を
視
察
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
園
田
外
相
（
一
九
七

九
年
九
月
）、伊
東
外
相
（
一
九
八
〇
年
十
月
）、櫻
内
外
相
（
一
九
八
二
年
八
月
）、

安
倍
外
相
（
一
九
八
三
年
八
月
）、
宇
野
外
相
（
一
九
八
八
年
四
月
）、
川
口
外

相
（
二
〇
〇
二
年
八
月
）、
中
曽
根
外
相
（
二
〇
〇
九
年
八
月
）、
岡
田
外
相
（
二

〇
一
〇
年
三
月
）が
、ま
た
二
〇
一
〇
年
十
二
月
に
は
前
原
外
相
が
根
室
を
訪
れ
、

同
地
か
ら
北
方
領
土
の
現
地
視
察
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
総
理
及
び
外

相
の
北
方
領
土
視
察
は
、
北
方
四
島
の
帰
属
に
関
す
る
問
題
を
解
決
し
て
平
和

条
約
を
早
期
に
締
結
す
る
と
い
う
政
府
の
不
動
の
姿
勢
と
不
退
転
の
決
意
を
、

改
め
て
内
外
に
表
明
す
る
も
の
で
し
た
。

領
土
問
題
の
解
決
に
は
、
長
い
忍
耐
が
必
要
な
こ
と
は
過
去
の
歴
史
が
示
す

と
こ
ろ
で
す
。
北
方
領
土
返
還
運
動
は
、
全
国
的
な
運
動
と
し
て
発
展
し
、
か

つ
定
着
し
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
北
方
領
土
の
返
還
の
実
現
と
い
う
国
民
の
悲
願

が
達
成
さ
れ
る
ま
で
、
こ
の
運
動
を
若
い
世
代
に
引
き
継
い
で
い
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
学
校
教
育
が
重
要
で
す
が
、
最
近
、

北
海
道
を
中
心
に
小
中
学
生
用
の
副
読
本
・
映
像
資
料
が
普
及
さ
れ
つ
つ
あ
る

こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
り
、全
て
の
学
校
に
お
い
て
、副
読
本
を
利
用
し
て
、
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色
丹
島
、
国
後
島
及
び
択
捉
島
）
に
居
住
す
る
ソ
連
邦
国
民
と
の
間
の
旅
券
・

査
証
な
し
に
よ
る
相
互
訪
問
の
枠
組
み
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
政
府
は
、
こ
の
枠

組
み
の
目
的
を
踏
ま
え
て
、
同
年
十
月
二
十
九
日
の
閣
議
了
解
に
よ
り
、
こ
の

枠
組
み
の
下
で
の
北
方
四
島
へ
の
訪
問
が
、
北
方
四
島
元
居
住
者
、
返
還
要
求

運
動
関
係
者
及
び
報
道
関
係
者
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
こ
の
枠
組
み

及
び
墓
参
以
外
の
入
域
は
引
き
続
き
自
粛
さ
れ
る
べ
き
こ
と
等
を
明
ら
か
に
し
、

改
め
て
国
民
の
理
解
と
協
力
を
要
請
し
ま
し
た
。

一
九
九
二
年
四
月
か
ら
、
こ
の
枠
組
み
に
従
っ
た
相
互
訪
問
が
北
方
四
島
と

の
間
で
開
始
さ
れ
、
そ
の

結
果
、
旧
ソ
連
時
代
か
ら

の
誤
っ
た
宣
伝
や
遠
隔
地

で
あ
る
こ
と
に
よ
る
情
報

の
不
足
等
か
ら
、
か
つ
て

は
北
方
領
土
問
題
の
本
質

な
い
し
は
日
本
及
び
日
本

人
に
つ
き
歪
ん
だ
認
識
を

有
し
て
い
た
北
方
四
島
在

住
ロ
シ
ア
人
と
の
間
で
初

め
て
率
直
な
対
話
が
実
現

し
、
こ
れ
ら
ロ
シ
ア
人
住

民
の
不
安
な
い
し
誤
解
は

急
速
に
解
消
さ
れ
て
い
き

ま
し
た
。
二
〇
一
〇
年
か

ら
は
、
新
た
に
住
民
交
流

会
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
行
事
へ
の
参
加
や
意

北
方
領
土
問
題
を
よ
り
深
く
学
習
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

11.
　

北
方
四
島
渡
航
等
に
関
す
る
枠
組
み

ソ
連
は
、
戦
後
一
貫
し
て
、
自
国
民
の
出
入
り
さ
え
制
限
す
る
な
ど
、
北
方

四
島
を
厳
重
な
管
理
下
に
置
い
て
き
ま
し
た
が
、
八
〇
年
代
か
ら
、
北
方
領
土

の
不
法
占
拠
に
よ
る
事
実
上
の
施
政
の
下
で
四
島
へ
の
日
本
国
民
の
入
域
を
積

極
的
に
認
め
る
政
策
を
と
り
始
め
、
そ
の
結
果
、
一
九
八
九
年
に
は
一
部
の
我

が
国
国
民
が
ソ
連
当
局
の
査
証
発
給
を
受
け
て
北
方
四
島
に
入
域
す
る
事
例
が

み
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
政
府
と
し
て
は
、
広
く
国
民
に
対
し
、
同
年
九
月

十
九
日
の
閣
議
了
解
、
官
房
長
官
談
話
で
、
ソ
連
の
不
法
占
拠
下
に
あ
る
北
方

領
土
へ
の
入
域
の
問
題
点
を
指
摘
し
そ
の
理
解
を
深
め
、
北
方
領
土
問
題
の
解

決
ま
で
の
間
、
こ
の
よ
う
な
北
方
領
土
へ
の
入
域
を
行
わ
な
い
よ
う
要
請
し
ま

し
た
。

そ
の
後
、
日
露
政
府
間
で
四
島
へ
の
渡
航
等
に
関
す
る
枠
組
み
が
設
定
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
枠
組
み
の
下
で
の
四
島
へ
の
渡
航
は
、
前
述
の
要
請

の
特
例
と
な
る
も
の
で
す
。

な
お
、
二
〇
〇
九
年
七
月
に
北
方
領
土
問
題
等
解
決
促
進
特
別
措
置
法
が
改

正
さ
れ
、
四
島
交
流
、
北
方
墓
参
、
自
由
訪
問
が
法
律
上
明
確
に
定
義
さ
れ
る

と
と
も
に
、
北
方
領
土
問
題
が
解
決
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
政
府
が
こ
れ
ら
事
業

の
積
極
的
な
推
進
に
努
め
る
こ
と
等
が
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

⑴
四
島
交
流

一
九
九
一
年
十
月
十
四
日
、
日
ソ
両
外
相
間
の
往
復
書
簡
に
よ
り
、
領
土
問

題
解
決
ま
で
の
間
、
相
互
理
解
の
増
進
を
図
り
、
領
土
問
題
の
解
決
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
日
本
国
民
と
継
続
的
か
つ
現
に
諸
島
（
歯
舞
群
島
、

四島交流（日本人の四島訪問）


